
参考資料２ 

 

土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて 

（第２次答申）（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4-ジオキサン 

塩化ビニルモノマー 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

平成２６年９月 
中央環境審議会土壌農薬部会 

土壌環境基準小委員会 



目 次 
 

Ⅰ  はじめに                                ・・・ 1 
 
Ⅱ  基本的考え方                              ・・・ 2 
 
Ⅲ  1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準について                 ・・・ 3 
１．水道水質基準の検討状況 
２．水質環境基準等の検討状況 
３．関連基準の設定状況 
４．1,4-ジオキサンの土壌環境基準（溶出基準）について 

 
Ⅳ  塩化ビニルモノマーの土壌環境基準について               ・・・ 6 
１．水道水質基準の検討状況 
２．水質環境基準等の検討状況 
３．関連基準の設定状況 
４．塩化ビニルモノマーの土壌環境基準（溶出基準）について 

 
Ⅴ  今後の課題                               ・・・ 9 
 
別紙   1,4-ジオキサンの情報                                                ・・・10 

塩化ビニルモノマーの情報                       ・・・13 
 
参考 中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会委員名簿      ・・・19



- 1 - 
 

Ⅰ はじめに 

 
環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第 1 項に基づく土壌の汚染に係る

環境基準（平成３年８月環境庁告示第 46 号。以下「土壌環境基準」という。）につ

いては、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定する

との考え方に基づき、環境としての土壌が果たしている機能（以下「土壌環境機能」

という。）を保全することを念頭に置いて、特に「水質浄化・地下水かん養機能」

と、「食料を生産する機能」の二つの機能を保全する観点から、現在 27 項目につい

て定められている。 
 
平成 21 年 11 月 30 日 1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエ

チレン、1,1-ジクロロエチレンの４項目について、平成 23 年 10 月 27 日にカドミ

ウムについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準（以

下「水質環境基準」という。）及び地下水の水質汚濁に係る環境基準（以下「地下

水環境基準」という。）の項目の追加及び基準値の変更が行われた。また、平成 23
年4月1日に、トリクロロエチレンに係る水道水質基準の基準値の変更が行われた。 
 
水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から定めている土壌環境基準が公共

用水域及び地下水における水質保全と密接な関係を有することを踏まえ、平成 25
年 10 月 7 日環境大臣から中央環境審議会に対し、これら６物質に係る「土壌の汚

染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」

（諮問第 362 号）諮問がなされた。 
この検討対象６物質のうち、1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直しにつ

いて、平成 25 年 12 月 26 日に開催された中環審土壌農薬部会土壌環境基準小委員

会において審議し、第１次答申がとりまとめられ、平成 26 年 3 月 20 日に 1,1-ジ
クロロエチレンについて土壌環境基準が 0.02mg/Ｌから 0.1mg/Ｌに改正された。 

 
今般、検討対象物質のうち、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマーについて、科

学的知見の収集・解析を行い、土壌環境基準の見直しについて以下のとおり結論を

取りまとめた。 
※物質情報の詳細は別紙を参照 
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Ⅱ 基本的考え方 

 
１．土壌環境基準設定の基本的考え方 
土壌環境基準は、人の健康を保護及び生活環境を保全する上で維持することが望ま

しい基準であり、土壌の汚染状態の有無を判断する基準でもある。また、政府の施策

を講ずる際の目標となるものである。土壌環境基準は、既往の知見や関連する諸基準

に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、「水質浄化・地下

水かん養機能を保全する観点」からの土壌環境基準（溶出基準）と、「食料を生産す

る機能を保全する観点」からの土壌環境基準（農用地基準）から設定されている。 
このうち、土壌環境基準（溶出基準）については、土壌中に存在する汚染物質が、

土壌中を浸透する水により溶出され、その溶出された水を地下水として飲用に供され

る可能性があるとの想定の下、溶出水が水質環境基準及び地下水環境基準（人の健康

の保護に関するもの）に適合したものになるようにするとの考え方で設定している。

その際、通常排水は公共用水域で 10 倍に希釈されるとの考え方で規制措置が講じら

れていることを考慮して、環境基準の対象となっている項目について、土壌（重量：

g）の 10 倍量（容量：ml）の水でこれらの項目に係る物質を溶出させ、その溶液中

の濃度が、各々該当する水質環境基準に適合するようにする考え方で環境上の条件を

定めてきたところである。 
また、農用地基準は、農用地の土壌に適用されており、人の健康をそこなうおそれ

のある農畜産物の生産を防止する観点と、農作物の生育の阻害を防止する観点から定

められている。 
 

２．土壌環境基準の見直しについて 
平成 21 年 11 月新たな科学的知見等に基づき、1,4-ジオキサンについては、水質環

境基準及び地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われた。塩化ビニ

ルモノマーについては地下水環境基準の基準項目の追加及び基準値の設定が行われ

た。このため、今般 1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーについて、１．の考え方

により溶出基準の検討を行った。 
なお、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーは農用地に意図的に施用されるもの

でないこと、土壌に吸着しにくいこと、汚染事例が把握されていないことから、人の

健康をそこなうおそれのある農畜産物が生産されたり、農作物の生育が阻害されるお

それは想定されないと考えられることから、今回は農用地基準の検討は行わないこと

とした。 
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Ⅲ 1,4-ジオキサンに係る土壌環境基準について 

 

１．水道水質基準の検討状況 

  1,4-ジオキサンについては、水道水質基準及び水道水質管理目標設定項目に設

定されていなかったが、平成 15 年４月の厚生科学審議会答申において、1,4-ジ
オキサンは「平成 14 年度の全国の浄水場の実態調査の結果や事例を考慮すれば

水道水質基準とすることが適当である」1)とされ、評価値を「弱い遺伝毒性しか

示されていないが、多臓器での腫瘍を誘発することより、閾値なしのアプローチ

による評価値の算定が妥当であると考えられた。ラットの肝細胞腫瘍の増加に基

づく、線形マルチステージモデル＊ １による 10-5発がんリスク＊２に相当する飲水

濃度は、0.054 mg/L と計算された。したがって評価値は、0.05 mg/L が妥当で

あると考えられる」1)とされた。この答申を受け、平成 16 年 4 月に基準値 0.05 
mg/L 以下とする水道水質基準が設定された。 
なお、食品安全委員会は、清涼飲料水の規格基準改正に伴う厚生労働大臣の諮

問を受け、平成 19 年 3 月 15 日付で 1,4-ジオキサンの TDI（耐容一日摂取量）

を 0.016mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価結果を厚生労働省に通知し

た。 
水道水質基準の平成 20 年の改定の際に、当該食品健康影響評価結果も検討さ

れた。その結果、従前の水道水質基準設定の評価と食品健康影響評価の結果に若

干の違いがあるが、「同一試験に係る評価方法の違いに起因しており、また、Ｗ

ＨＯガイドライン（第 3 版/第 1 次追補版、2005 年）においても、現行の水道水

質基準の設定根拠と同一の健康影響評価に基づきガイドライン値が設定されて

いることから、水質基準を変更する必要はない」2)とされた。 
  

＊１ 線形マルチステージモデルとは、低用量域では発がん影響が直線性を示すことから導かれ

た、発がん率を評価するモデル。 

＊２ 10-5 発がんリスクとは、曝露を受けなかった場合に比べて 10 万人に一人の割合でがん発

症人数が増加するリスク。発がん性物質には有害性に閾値が引けないため、他の要因と比べて

受容しうるという意味で VSD（実質安全量；Virtually Safe Dose）と見なされている。リス

ク評価を行う際に NOAEL（無毒性量）や TDI（許容一日摂取量）の代わりに用いることがあ

る。 

 
２．水質環境基準等の検討状況 
① 検討経緯 

  平成 21 年 9 月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する

環境基準等の見直しについて（第２次答申）」において、1,4-ジオキサンについ

て、ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン第３版第１次追補及び水道水質基準の改定等

を踏まえ、「従来より要監視項目＊ ３の指針値として設定していた 0.05mg/l を、
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健康保護に係る水質環境基準および地下水環境基準の基準値とすることが適当

である。」3)とされ、平成 21 年 11 月 30 日に水質環境基準及び地下水環境基準

が改正され、1,4-ジオキサンの基準値「0.05 mg/L 以下」が追加された。 
 
＊３ 要監視項目とは、平成５年１月の中央公害対策審議会答申（水質汚濁に係る人の健康の保

護に関する環境基準の項目追加等について）を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあ

るが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の

集積に努めるべき物質」として、平成５年３月に設定したもの。 その後、平成 11 年 2 月、平

成 16 年 3 月及び平成 21 年 11 月に改定が行われ、現在は公共用水域 26 項目、地下水 24 項目

が設定されている。 

 
② 基準値の導出方法 
Yamazaki ら (1994) 4)のラットを用いた飲水投与試験での肝腫瘍発症率に線形

マルチステージモデルを適用した発がんリスク 10-5 相当用量として、 2.1μg/kg 
体重/日と算定。水質基準は、これに、体重 50kg、飲用水量２l/day として、基準

値を 0.05mg/ l とされた。3) 
 

(参考)平成 20 年の水道水質基準改定の際の検討において参考とした内閣府食品安全委員会におけ

る評価 5) 
Yamazaki ら (1994) 4) のラットを用いた 2 年間の飲水投与試験における肝臓での過形成の増加

及び肝腫瘍の増加を根拠に、NOAEL（無毒性量）を体重 1 kg 当たり 1 日 16 mg と導き、これを

不確実係数 1000 で除して TDI（耐容一日摂取量）を 0.016 mg/kg 体重/日と設定。 
 
３．関連基準の設定状況 

基準の種類 基準値 設定時期・根拠法令 

水道水質基準値 0.05 mg/L 以下   平成 16年 4 月１日施行 

水質基準に関する省令（平成 15年５月 30

日厚生労働省令第 101号） 

水質環境基準 

 

0.05 mg/L 以下  

 

平成 21年 11月 30 日施行 

水質汚濁に係る環境基準について（平成 

21 年 11 月 30 日 環境省告示 78 号） 

地下水環境基準 0.05 mg/L 以下 平成 21年 11月 30 日施行 

地下水の水質汚濁に係る環境基準につい

て（平成 21 年 11 月 30 日 環境省告示 

79 号） 
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４．1,4-ジオキサンの土壌環境基準（溶出基準）について 
 1,4-ジオキサンについては、平成 21 年 11 月 30 日環境省告示による水質環境

基準項目および地下水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、

Ⅱの１の基本的考え方に基づき、土壌環境基準項目（溶出基準）に追加することと

し、基準値（環境上の条件）を表 1 のとおりと、測定方法、達成状況の評価方法、

3 倍値基準の取扱いは①～③のとおりとすることが適当である。 
 
表１ 

項目 環境上の条件 
1,4-ジオキサン 検液１L につき 0.05mg 以下であること 

 
①1,4-ジオキサンの測定方法  
・検液の作成方法は、現行どおり平成３年環境庁告示第 46 号(土壌の汚染に係る環

境基準について)付表の２に掲げる検液の作成方法のとおりとする。 
・検液中濃度に係る測定方法は、公共用水域告示付表７に掲げる方法とする。 
 
 
②達成状況の評価 
水質環境基準については、基準値が有害物質の長期間摂取に伴う健康影響を考慮

して算定された値であることから、公共用水域における達成状況は、基本的には年

間平均値（全シアンのみ最高値）により評価することとされている。 
しかしながら、土壌汚染は、一般に蓄積性の汚染であり、その汚染状態は水質に

おけるほど経時的に変化しやすいものではないことから、従来より、１回の調査結

果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないものとして評価

することとされており、1,4-ジオキサンについても、この考え方に基づき評価する。 
 
③３倍値基準＊ ４ 

1,4-ジオキサンは土壌への吸着が低いことを考慮して３倍値基準は適用しない

こととする。 
 
＊４ ３倍値基準とは、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中の

これら物質の濃度が土壌環境基準の値を超えていない場合に適用される環境上の条件（溶出基

準）で土壌環境基準の告示別表の備考 2 に規定されている。具体的には、土壌中に元来存在する

物質でもあり土壌に吸着されやすい重金属類（カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セ

レン、ふっ素及びほう素）について、通常の基準値の３倍値としている。 
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Ⅳ 塩化ビニルモノマーの土壌環境基準について 
 
１．水道水質基準の検討状況 

塩化ビニルモノマーは、平成 15 年４月の厚生科学審議会の答申において、「塩

化ビニルは遺伝毒性を示す発がん物質であると考えられるので、評価値の算定に

は閾値のない毒性の評価として線形マルチステージモデルを用いるのが適当で

あると考えられた。Feron ら(1981) 6)の発がんデータのうち最も感度の高い指標

として雌に対する肝細胞がんの発生率を基に 10-5リスクに相当する用量として、

VSD：0.0875μg/kg/day が求められた。(米国 EPA では、血管肉腫・腫瘍性結節・

肝細胞癌の発生率を合計してマルチステージモデルを適用している。)この VSD
を用いて、平均体重 50kg のヒトが１日２L 飲むと仮定すると、評価値は

0.002mg/L と算出される。」1)とされ、項目の位置づけは「水道水（原水・上水）

での検出状況等によると、浄水及び給水栓水それぞれ 26 地点中の全てにおいて

不検出（検出限界（0.0001mg/L））であり、現時点で水質基準等に設定する必要

性は小さいが、要検討項目として今後とも、測定データ等知見の充実に努める必

要がある。」1)とされ、平成 16 年に目標値 0.002 mg/L が設定された。 
 
２．水質環境基準等の検討状況 
①検討経緯 
平成 21 年 9 月中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する

環境基準等の見直しについて（第２次答申）」において、「平成16 年度以降の公

共用水域等での状況は、公共用水域における自治体の水質測定計画による調査及

び環境省が実施した要監視項目等存在状況調査の結果（以下「公共用水域水質測

定結果」という。）によると、現行の指針値＊５を超過したものが、平成16 年度、

17 年度、18 年度にそれぞれ１箇所あるが、これらは全て同一の地点における事

例で、地下においてトリクロロエチレン等が嫌気性条件下で長時間をかけ分解し

たものが雨水管より漏洩したものであり、現地では既に漏洩防止策を講じ、現在

は指針値の超過は見られなくなっている。また、このほかに指針値を超える検出

は、平成 19 年度に１箇所みられるが、同箇所で継続的な超過はみられない。現

行指針値の 10％を超えるものが毎年ある（１から 10 箇所）。 
また、都道府県の地下水測定計画に基づく測定結果及び自治体独自で実施して

いる地下水の水質調査結果（以下「地下水水質測定結果」という。）によると、

指針値の超過事例が毎年あり（17 から 58 箇所）、現行指針値の 10％を超える

ものは、平成 16 年度以降毎年数十箇所ある。これらのほとんどが、嫌気性条件

下でのトリクロロエチレン等の分解により生成したと考えられるが、トリクロロ

エチレン等の汚染事例から推測すれば、同様の原因による塩化ビニルモノマーに

よる地下水汚染がさらにあるのではないかと懸念される。 
このようなことから、当該物質について、公共用水域に関しては、引き続き要
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監視項目とし検出状況の把握に努める必要がある。その際には、汚染された地下

水の湧出による影響がないかあるいは工場事業所等からの排水等の影響がない

か十分に留意すべきである。また、地下水に関しては、あらたに地下水環境基準

項目とすべきである。」3)とされた。 
基準値については、「現行の要監視項目としての指針値を改訂する新たな知見

は平成 16 年の答申後になく、現行の指針値である 0.002mg/ L を公共用水域に

おける要監視項目の指針値とするとともに、地下水環境基準の基準値とすること

が適当である。」3)とされたことを受けて平成 21 年にそのように設定された。 
 

＊５ 水質要監視項目指針値（公共用水域）は平成５年１月の中央公害対策審議会答申（水質汚

濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について）を受け、「人の健康の保護

に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準と

はせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」とされている指針値。塩化ビニルモノマー

の現行指針値は、0.002mg/ L である。 
  
②基準値の導出方法 

Feron ら(1981) 6) のラットを用いた経口投与試験での肝細胞がん発症率に

線型マルチステージモデルを適用した発がんリスク 10-5相当用量は 0.0875μ
g/kg/day となる。体重 50kg、飲用水量２l/day として、指針値を 0.002mg/ l と
された。3) 

 
３．関連基準の設定状況 

基準の種類 基準値 設定時期・根拠法令 

水道水質基準値 設定なし  平成 16年 4 月１日施行 

水質基準に関する省令（平成 15年５月 30

日厚生労働省令第１０１号） 

水道法の要検討項目 目標値 0.002mg/L 

水質環境基準 

（健康項目） 

設定なし  

 

 

平成 21年 11月 30 日施行 

水質汚濁に係る環境基準について（平成 

21 年 11 月 30 日 環境省告示 78 号） 

 

 

水質要監視項目 

（公共用水域） 

指針値 0.002mg/L 以下 

 

地下水環境基準 0.002 mg/L 以下 平成 21年 11月 30 日施行 

地下水の水質汚濁に係る環境基準につい

て（平成 21 年 11 月 30 日 環境省告示 

79 号） 
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４. 塩化ビニルモノマーの土壌環境基準（溶出基準）について 
  塩化ビニルモノマーについては、平成 21 年 11 月 30 日環境省告示により地

下水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、Ⅱの１の基本

的考え方に基づき、土壌環境基準項目に追加することとし、基準値（環境上の条

件）を表２のとおりとし、測定方法、達成状況の評価方法、3 倍値基準の取扱い

は①～③のとおりとすることが適当である。 
 

表２ 

 

①対象項目の測定方法  

・検液の作成方法は、現行どおり平成３年環境庁告示第 46 号(土壌の汚染に係

る環境基準について)付表の２に掲げる検液の作成方法のとおりとする。 

・検液中濃度に係る測定方法は、地下水環境基準告示付表に掲げる方法とする。 

 

②達成状況の評価 
塩化ビニルモノマーについても、１回の調査結果が環境上の条件を超えていれ

ば、土壌環境基準を達成していないものとして評価する。 
 

③３倍値基準 
塩化ビニルモノマーは土壌への吸着が低いことを考慮して３倍値基準を適用

しないこととする。 
 
 

Ⅴ 今後の課題  

 
以上のとおり、土壌環境基準の見直しについて、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモ

ノマーを第二次答申として取りまとめた。 
今後は、1,2-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエ

チレンについて、土壌環境基準の見直しに係る検討を進めるとともに、これらの

物質を含め、引き続き土壌中の挙動や周辺環境への影響等に関する科学的知見の蓄

積に努め、土壌汚染対策を適切に推進することが重要である。 

項目 環境上の条件 
塩化ビニルモノマー 検液１L につき 0.002mg 以下であること 
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別紙  

１．1,4-ジオキサン 

１．物質情報 
名称  1,4-ジオキサン 

別名 p-ジオキサン、酸化ジエチレン、エチレングリコールエチレンエ

ーテル 

CAS №  123-91-1 
元素／分子式 C４H８O2 
原子量／分子量 88.1 
構造式  
 

 

           
毒性評価 7)  水道水質基準や水質要監視項目の指針値は、ラットの肝細胞腫

瘍の増加に基づいて、「生涯にわたってその値の 1,4-ジオキサンを

取り込んだ場合に、取り込まなかった場合と比べて 10万人に 1人

の割合でがんに発症する人が増える水準」である 10-5 発がんリス

クに相当する用量として設定された、VSDを根拠に設定された。 
 1,4-ジオキサンは、河川や海などへの排出量が多く、水環境中で

の分解性が低いこと、水質要監視項目の指針値を超える 1,4-ジオ

キサンが検出されていることから、平成 21年 9月の中央環境審議

会の答申において、水質要監視項目ではなく、水質環境基準と地

下水環境基準を設定することが適切であるとされた。基準値は、

水質要監視項目の指針値と同じ値である 0.05mg/L である。3) 

 なお、2007年に食品安全委員会は 1,4-ジオキサンは低用量では

人への変異原性はないと仮定して、ラットを用いた 2 年間飲水試

験の NOAEL（無毒性量）16 mg/kg 体重 /日を不確実係数 1000で

除して、TDI（耐容一日摂取量）0.016 mg/kg 体重 /日と設定する

食品健康影響評価結果を厚生労働省に通知。5) 
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環境中  
での挙動等 3) 

水と混和するため、水からの揮散に関するデータはない。蒸気

圧が小さいため、水の蒸発に伴いある程度は揮散すると思われる。 
水中では加水分解される化学結合はないと考えられており 
（U.S.NLM;HSDB,2001）8)、化審法に基づく好気的生分解性試験

(28 日間)でも、BOD 分解率が０%であり難分解性と判定されてい

る（通商産業省 ,1976）9)。また、下水処理場による除去率も最大

で 25%であり除去が非常に困難であることが報告されている（庄

司ら ,2001）10)。  
また、化審法に基づく試験結果より生物濃縮性がない又は低いと

判定される。コイの 42 日間の BCF は水中濃度が１mg/l 及び

10mg/l において、0.3～0.7 及び 0.2～0.6 であった（通商産業

省 ,1976）9)。  
土壌分配係数は小さく、土壌に放出された場合には地下水にまで

到達する。蒸気圧が低い（37mmHg、25℃）ため、乾燥土壌から

は大気に揮散すると考えられる。大気中ではヒドロキシラジカル

との反応により速やかに分解し、半減期は 6.69 から  9.6 時間で

ある。反応生成物は、ケトンやアルデヒドと推定される。ジオキ

サン /NO 系でも同程度の半減期が得られている。 
 水中に入った場合は、加水分解されず、また微生物分解もされ

にくい。土壌中へ入り込むと、土壌への吸着性が弱いため地下浸

透して、地下水を汚染する可能性があるとの報告もある。7) 
物理的性状 11) 

 
外観：特徴的な臭気のある無色の液体 
融点：11.80℃  
沸点：101.1℃  
比重：1.03（20℃ /４℃） 
水への溶解性：水に任意に混和 
水中半減期：336日(非生物的分解、pH７) (U.S.NLM: HSDB, 2001)          

ヘンリー定数： 0.486 Pa･m3/mol (4.80× 10-6 atm･m3/mol) 
(25℃、測定値) (SRC:HenryWin, 2002)7) 
蒸気圧： 4.0 kPa (20℃ )、 4.9 kPa (25℃ )、 6.7 kPa (30℃ ) 

(Verschueren, 2001) 
配分係数：ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 log Kow = -0.27 (測定値)、-0.32 (推

定値) (SRC:KowWin, 2002) 
土壌吸着係数：土着吸着係数 Koc= 1.23 (推定値) (HSDB, 2001) 
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２．主な用途及び生産量 

 
３．現行基準等 
諸外国基準値等 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン なし（第２版） 

 0.05mg/l（第３版１次追補版 12)・第４版 13)） 

ＵＳＥＰＡ（飲料水基準） なし 

ＥＵ なし 

 
４.ＰＲＴＲ制度による全国の届出排出量（平成 24 年度） 
公共用水域 50,277kg/年 (40.3%) 

(下水道業：6,303kg/年､下水道業を除く排出量：43,974kg/年） 

大気 74,389kg/年(59.7%) 

合計 124,666kg/年 

主な用途 11) 合成皮革用・反応用の溶剤、塩素系溶剤の安定剤、洗浄溶剤、

医薬品合成原料 
生産量等（平成 22 年）7) 国内生産量：約 4,500 t(推定) 
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２．塩化ビニルモノマー 

１．物質情報 

名称  塩化ビニルモノマー 

別名 塩化ビニル、クロロエテン、クロロエチレン 

CAS 75-01-4 
元素／分子式 C2H3Cl 
原子量／分子量 62.5 
構造式  
 

 

       

毒性評価 14) 国際がん研究機関（IARC）は塩化ビニルモノマーをグループ 1
（人に対して発がん性がある）に分類。これらの発がん性に関す

る疫学調査の結果などに基づいて、有害大気汚染物質の指針値が

設定されている。また、ラットに塩化ビニルモノマーを 149～150
週間、餌に混ぜて与えた実験では、肝細胞の変性や死亡率の増加

などが認められ、この実験結果から求められる経口摂取の NOAEL
（無毒性量）は、0.13 mg/kg 体重 /日。このラットの毒性評価結果

に基づいて、水道水質要検討項目の目標値が設定。 

環境中での挙動等 3) 環境中では、塩化ビニルモノマーはほぼ完全に蒸気相で存在し、

また、水酸基ラジカルおよびオゾンと反応し、最終的にはホルム

アルデヒド、一酸化炭素、塩酸、ギ酸などを形成する。その半減

期は１～４日である（ＷＨＯ, 1999 ）。  
日光または酸素がない状態では安定であるが、空気、光あるい

は熱に曝されると重合する。塩化ビニルモノマーは水溶解性が比

較的低く、微粒子物質および沈殿物への吸着能が低い。表層水に

取り込まれた塩化ビニルモノマーは揮発によって除去される。表

層水からの揮発について報告された半減期は約１～40 時間であ

る（ＷＨＯ, 1999 ）。  
地面に放出された場合には、土壌に吸着されず、地下水にすぐ

に移動し、そこで二酸化炭素と塩素イオンまで分解されることも

あれば、あるいは数か月間または数年間にもわたって変化せずに

とどまることもある。塩化ビニルモノマーはトリクロロエチレン

等の分解産物として地下水で報告されている（ＷＨＯ, 1999 ）。  
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水環境中では加水分解はされず、水の付加反応による半減期は

10 年以上（Gangolli,1999）15)や数年（GDCh BUA,1989）16)の報

告がある。また、化審法に基づくクローズドボトルを用いた好気

的成分解性試験(28 日間)では、難分解性と判定されている。被験

物質濃度 2.04mg/l 及び 10.2mg/lの BOD に基づく分解率は 16%
及び 3%である（通商産業省,1997)17)。 
一方、特定の菌や類似構造の物質に馴化された菌には生分解さ

れると考えられる（NITE&CERI 初期リスク評価書 ,2005a ）18)。 
生物濃縮性はオクタノール /水分配係数（logPow）の測定値が

1.46 であることより、濃縮性がない、又は低いと判定される(通商

産業省 ,1997)17)。 
BCF 測定値には次のデータが存在する。10 未満（ゴールデン

イドフィッシュ）、40（藻類）（Freitag,1985 ）19)。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      図：塩化ビニルモノマーの主な分解経路 20) 

物理的性状 17) 
 

 

外観：特徴的な臭気のある無色の気体 
融点：-153.8℃ 
沸点：-13.37℃ 
比重：0.9106（液体；20℃/4℃） 

水溶解度：8.81g/l（25℃） 

水中半減期：クロロエチレンには加水分解を受けやすい化学結合

ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C C l 2＝CCl 2  

分子量 165.8g/mol 

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C H C l＝ CC l 2  

分子量 131.4g/mol 
 

ｼ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C H C l＝ CH C l  
分子量 96.9g/mol 

 

1 , 1 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C H 2＝CCl 2  
分子量 96.9g/mol 

ﾄ ﾗ ﾝｽ-1,2-ｼﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C H C l＝ CH C l  

分子量 96.9g/mol 
 

塩化ﾋﾞﾆ ﾙ ﾓ ﾉ ﾏ ｰ  

C H 2＝CHC l  

分子量 62.5g/mol 

ｴ ﾁ ﾚ ﾝ  

C H 2＝CH 2  

分子量 28.0g/mol 
 

二酸化炭素 

CO 2 
分子量 44.0g/mol 
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はないので、水環境中では加水分解されない。しかし、水中では

水の付加反応が起り、その半減期は 10 年以上との報告がある 
(Gangolli,1999) 15) 
ヘンリー定数：2,820 Pa・m3/mol(24℃) 
蒸気圧：336 kPa (20℃) (Merck, 2001) 
分配係数：ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 logKow = 1.46 (測定値) (通商産業省 , 

1997)17) 1.62 (推定値) (SRC:KowWin , 2002) 
土壌吸着係数：土壌吸着係数  Koc = 24 (推定値) (SRC:PcKocWin, 

2002) 
 
２．主な用途及び生産量 

 

３．現行基準等 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 0.005mg/l(第２版)、0.0003mg/l(第３版・第４版) 

ＵＳＥＰＡ（飲料水基準） 0.002mg/l 

ＥＵ 0.0005mg/l 

 

４．ＰＲＴＲ制度 による全国の届出排出量（平成 24 年度） 

公共用水域 3,793kg/年(2.3%) 

（下水道業：1,590kg/年､下水道業を除く排出量；2,203kg/年） 

大気 160.633kg/年(97.7%) 

合計 164,426kg/年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な用途 17) ポリ塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニ

リデン－塩化ビニル共重合体の合成原料 
生産量等（平成 22 年） 国内生産量：約 2,900,000t/年  

（塩化ビニル成分の多い共重合体の生産量を含む） 
輸出量：約 1,100,000t/年  
（15509 の化学商品 化学工業日報社）21) 
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19. Freitag, D., Ballhorn, L., Geyer, H. and Korte, F (1985) Environmental hazard 

profile oforganic chemicals. Chemosphere, 14, 1589-1616 (NITE&CERI 初期リ

スク評価書,2005a から引用) 
 
20. 中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第５回）（平成 22 年 10 月) 参

考資料 図４を基に作成 
 
21. 15509 の化学商品（化学工業日報社） 
 
 
略語解説 

TDI（Tolerable Daily Intake）耐容一日摂取量 
 
WHO（World Health Organization）世界保健機関 
 
VSD:（Virtually Safe Dose）実質安全量 
 
NOAEL:（No Observed Adverse Effect Level）無毒性量 
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化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 
PRTR 制度 (Pollutant Release and Transfer Register) PRTR 制度とは、有害性のあ

る多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、

あるいは廃棄物に含まれたり下水道を通じて事業所の外に運び出されたかというデー

タを把握し、国で集計して公表する仕組み。PRTR 制度を盛り込んだ法律「特定化学

物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づいている。 
 
NITE（National Institute of Technology and Evaluation） 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 
 
CERI（Chemicals Evaluation and Research Institute） 
財団法人化学物質評価研究機構 
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